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小山市小中一貫校（豊田中学区）推進委員会は、自治会やＰＴＡ、学校運営協議会委員の
代表の皆様、小中学校の校長で組織し、子どもたちのより良い教育環境と学校教育の充実に
向けて検討を行っています。 

 

 

令和 4 年 4 月、豊田南小学校と豊田北小学校が統合した新たな小学校が
誕生し、現在の豊田中学校との小中一貫校となります 

 

新設される小学校については 9月末の完成を目指して現在、校舎や屋内運動場の建設工事が

進められており、工事は 7月末で約 80％の進捗（全体の工事の進み具合）で、建物は完成に

近づいてきています。また、校庭や駐車場、植栽、校門、遊具等を整備する外構工事（3月ま

での予定）も順に始まっています。工事については安全第一で進めてまいりますが、地域の皆

様には引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 
 
◎ 6月末から 7月上旬にかけて、豊田南小と豊田北小の４年生以上の児童及び豊田中の生

徒を対象に、建設現場の見学会を実施しました。新たな学校が建設される過程を直に感

じ、子どもたちからは生き生きとした様子がうかがえました。 

 

 

小中一貫校となる新しい小学校の名称は、昨秋の地域へのアンケートの結果を反映し、去る

6月の市議会において「豊田小学校」とすることが承認されました。また、この豊田小学校の

位置（所在地）についても「小山市大字松沼 416 番地 1」となりました。豊田中学校ともど

も、よろしくお願いいたします。 

 

 
 

7月 8日に開催の本年度 1回目の推進委員会では、主に以下の話し合いをしました。 

 
 
 

これまでに 豊田南小と豊田北小の保護者や育成会、学校を中心に次のことについて地域

で熱心にご検討をいただきました。 

 スクールバス通学  バス停の案を含めて乗車対象となる区域 

 徒歩通学 徒歩通学の対象区域や通学路の選定（ルート案）、必要となる安全対策等 

推進委員会では、事務局から委員に、これら保護者等が検討した結果の説明がありました。 

 

豊田中学区新設小中一貫校についてのお知らせ 

小山市小中一貫校（豊田中学区）推進委員会 

 

 

令和３(2021)年８月 第１４号 

●推進委員会における結果報告と今後検討していくこと 

 

 

 
児童の通学について  ～スクールバス通学と徒歩通学～ 

 

 

 

●「新設小学校」の名称が決まりました 

 

 

 

 

 



このお知らせ（会報）は、豊田中学区にお住まいの方を対象に配布しております。 
※配布は自治会単位のため、豊田中学区外の方へ届く場合がありますがご了承ください。 

 

 

 

 

1) スクールバスの乗車対象区域やバス停については、地域の案を基にして詳細な検討を継

続していきます。また、運行業者の決定後、安心して次年度の通学を迎えられるよう業

者とも一緒に準備をしてまいります。 

2) 徒歩通学に関しては、 児童の安全で安心な通学の実現に向けて必要となる安全対策や

整備の要望 が挙げられています。これらについては、市の関係部署をはじめ、警察署や

土木事務所等の関係機関に対策を施していただけるよう要望内容を伝え、検討を依頼し

てまいります。 

 
 
 

 

豊田小学校も豊田中学校も学校教育法で定める「小学校」と「中学校」にあたります。豊

田地区では、この小学校と中学校が義務教育学校に準じた形で、小中の 9 年間を見通して

一貫した教育を行う「小中一貫校」となります。この形態は文部科学省で制度化されたもの

であり、「中学校 併設型 の小学校」、「小学校 併設型 の中学校」、いわゆる「小中一貫型の

小学校・(同)中学校」に該当します。 

現在、小山市では ① 従来の小学校・中学校 として、② 義務教育学校 として、それ

ぞれの学校の種類や形態、学校施設や環境に応じて小中一貫教育に取り組んでいます。来年

度からは、これに ③ 豊田地区で例となる「併設型の小・中学校」 という新たな小中一貫

校による取り組みが加わることになります。 

 

1) 義務教育学校と豊田の小中一貫校の主な違いとは…  

 義務教育学校 豊田の小中一貫校 

学校の構成 小と中を合わせた１つの学校 小と中の2校で小中一貫校を構成 

学校の修業年限 9年 小学校 6年・中学校 3年 

組 織 1人の校長の下に1つの教員組織 小・中それぞれに校長と教員組織 

小山市では… H29に開校の絹義務教育学校 豊田の取り組みが初 

※ どちらも小中一貫教育を推進する学校であることは同じです。 

 

2) 期待できる教育 

小中一貫校ができることにより豊田地区では、 従来の小・中学校で行う小中一貫教育よ

りも、柔軟で 学校や地域の特色を生かした幅広い教育 を展開することが可能となります。

豊田小と豊田中の施設や校舎は、分離していますがごく近くなりますので、児童生徒や教職

員の行き来がしやすくなり、これまで以上に小・中の交流や合同の行事も可能になります。

また、各教科の授業や学校行事をはじめとした教育活動においても小・中の先生が垣根を越

え、一体となり指導にあたるような取り組みの充実も期待できます。 

◎豊田地区の小中一貫校や取り組む教育については、次回以降もご説明いたします。 

 

 
 

●豊田地区の「小中一貫校」について  

 

 

 


